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一
、
は
じ
め
に

　

後
漢
中
期
に
生
き
た
王
符
が
著
し
た
『
潜
夫
論

（
１
）

』
は
、
現
実
政
治
を
厳
し
く

批
判
し
た
書
物
と
し
て
高
名
で
あ
る
。
思
想
内
容
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く

の
研
究
成
果
が
あ
る

（
２
）

。
筆
者
は
前
稿
に
お
い
て
、
王
符
の
批
判
の
矛
先
は
「
鄧

騭
専
権
」
状
態
に
あ
っ
た
安
帝
期
が
主
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た

（
３
）

。
当
然
、
す

べ
て
の
批
判
が
直
接
そ
れ
に
繋
が
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ほ
ぼ
繋
が
っ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
検
討
し
た
い
の
は
『
潜
夫
論
』
三
式

篇
に
展
開
さ
れ
る
一
連
の
批
判
で
あ
る
。
そ
の
大
要
と
し
て
は
敘
録
に
、
「
先

王 

世
を
御
す
る
に
、
威
德
を
兼
秉
し
、
賞
す
る
に
建
侯
有
り
、
罰
す
る
に
刑

渥
有
り
。
賞 

重
く
禁
厳
な
れ
ば
、
臣 

乃
ち
職
を
敬
む
。
将
に
太
平
を
修
め
ん

と
す
る
に
、
必
ず
此
の
法
に
循
ふ
。
故
に
三
式
第
十
七
を
敘
す
」
と
あ
る
通
り

で
あ
る
が
、
王
符
は
封
侯
（
建
侯
）
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
抽
象
的
な
批
判
を

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
諸
侯
封
建
・
審
査
の
本
来
の
あ
り
方
と
現
在
の
諸

侯
に
対
す
る
具
体
的
な
方
策
を
提
言
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
本
来
の
あ
り

方
で
あ
る
「
考
績
黜
刺
九
錫
三
削
の
義
」
が
、
『
白
虎
通
』
攷
黜
篇
の
記
述
を

引
き
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
以
上
の
事
実
を
手
掛
か
り

に
、
ま
ず
三
式
篇
の
「
一
式
」
・
「
二
式
」
の
内
容
を
確
認
し
、
『
白
虎
通
』
と

の
関
わ
り
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
最
後
に
批
判
の
対
象
者
で
あ
る
鄧

氏
一
族
の
封
侯
の
状
況
が
王
符
の
言
う
「
祖
考
の
位
を
食
む
列
侯
」
・
「
白
馬
の

盟
か
ら
外
れ
た
外
戚
の
封
建
」
に
一
致
す
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
く
。

　
　
　
　

二
、
三
式
篇
に
お
け
る
「
一
式
」
・
「
二
式
」
と
『
白
虎
通
』

　

二
―
一
「
一
式
」

　

ま
ず
は
、
具
体
的
に
批
判
の
要
点
・
論
理
を
確
認
し
た
い
。

高
祖 

漢
を
定
む
る
や
、
群
臣
と
約
す
ら
く
、
「
劉
氏
に
非
ざ
れ
ば
王
た
る

を
得
ず
、
武
功
有
る
に
非
ざ
れ
ば
侯
た
る
を
得
ず
」
と
。
孝
文
皇
帝 

始

め
て
外
祖
を
封
じ
、
因
り
て
典
式
と
為
り
、
之
を
行
ふ
こ
と
今
に
至
る
。

孝
武
皇
帝 

丞
相
に
封
爵
し
、
以
て
有
徳
を
褒
む
。
後
に
亦
た
之
を
承
く

る
も
、
建
武 

乃
ち
絶
つ
（
三
式
篇

（
４
）

）
。

王符の封侯観―『潜夫論』三式篇と『白虎通』における記述の関連を中心として

　
　
　

王
符
の
封
侯
観

　
　
　
　

―
『
潜
夫
論
』
三
式
篇
と
『
白
虎
通
』
に
お
け
る
記
述
の
関
連
を
中
心
と
し
て

長
谷
川　
　

隆　

一
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元
来
劉
邦
の
い
わ
ゆ
る
「
白
馬
の
盟
」
に
よ
り
、
劉
氏
で
な
れ
ば
王
と
な
れ
ず
、

武
功
が
な
け
れ
ば
列
侯
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
文
帝
が
外

祖
（
母
の
父
）
を
封
じ
た
こ
と
か
ら
こ
れ
は
規
範
と
な
り
、
今
に
至
る
ま
で
行

わ
れ
て
い
る
。
対
し
て
、
武
帝
は
丞
相
に
封
爵
し
て
、
徳
あ
る
も
の
を
褒
め
称

え
た
が
、
こ
の
風
は
建
武
に
は
絶
た
れ
た
と
あ
る
。
少
な
く
と
も
王
符
の
み
た

世
界
で
は
、
外
戚
の
封
建
は
文
帝
期
か
ら
継
続
し
て
行
わ
れ
、
武
帝
か
ら
始
ま

っ
た
丞
相
へ
の
封
爵
は
、
光
武
帝
期
に
廃
止
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
歴
史
的
事
実

に
つ
い
て
は
、
『
史
記
』
巻
四
十
九 

外
戚
世
家 

薄
太
后
に
、
「
是
に
於
て
乃
ち

薄
の
父
を
追
尊
し
て
靈
文
侯
と
為
す
（
於
是
乃
追
尊
薄
父
為
靈
文
侯
）
」
と
あ

り
、
『
漢
書
』
巻
五
十
八 

公
孫
弘
伝
に
、
「
是
れ
よ
り
先
、
漢 

常
に
列
侯
を
以

て
丞
相
と
為
す
も
、
唯
だ
弘 

爵
無
け
れ
ば
、
上 

是
に
於
て
詔
を
下
し
て
曰
く
、

…
…
其
れ
高
成
の
平
津
郷
戸
六
百
五
十
を
以
て
丞
相
弘
を
封
じ
て
平
津
侯
と
為

せ
と
。
其
の
後　

以
て
故
事
と
為
り
、
丞
相
の
封
ぜ
ら
る
る
に
至
り
て
は
、
弘

よ
り
始
む
る
な
り

（
５
）

。
」
と
あ
り
、
後
漢
で
は
そ
も
そ
も
丞
相
が
採
用
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
が
証
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
三
式
篇
の
第
一
段
で
あ
り
、
彼
の
問
題

意
識
が
表
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
が
問
題
と
感
じ
て
い

る
の
は
、
①
白
馬
の
盟
か
ら
外
れ
た
外
戚
の
封
建
、
②
有
徳
を
褒
め
る
た
め
に

行
わ
れ
た
丞
相
封
建
の
停
止
の
二
つ
で
あ
る
（
た
だ
し
後
漢
に
入
っ
て
か
ら
丞

相
は
廃
止
さ
れ
た
た
め
、
王
符
が
有
徳
を
褒
め
る
対
象
に
す
る
の
は
三
公
に
な

っ
て
い
る
）
。
以
下
こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
三
式
篇
の
記
述
を
み
て
い
こ
う
。

易
に
曰
く
、「
鼎
足
を
折
り
、
公
の
餗
を
覆
す
、
其
の
刑 

渥
た
り
。
凶
な
り
」

と
。
此
れ
公 

任
に
勝
へ
ざ
れ
ば
、
則
ち
渥
刑
有
る
を
言
ふ
な
り
。
①
是

の
故
に
三
公
は
三
載
の
後
に
在
り
、
宜
し
く
考
績
黜
刺
を
明
ら
か
に
し
、

其
の
材
を
簡
練
す
べ
し
。
②
其
れ
稷
・
契
・
伯
夷
・
申
伯
・
仲
山
甫
の
致

治
の
效
有
る
者
、
封
ず
る
に
列
侯
を
以
て
し
、
南
土
八
蛮
の
賜
を
受
け
し

む
。
③
其
れ
尸
祿
素
餐
に
し
て
、
進
治
の
效
無
く
、
忠
善
の
言
無
き
者
は
、

渥
刑
に
従
ら
し
む
。
是
れ
則
ち
所
謂 

徳
を
明
ら
か
に
し
て
罰
を
慎
み
て

能
否
を
簡
練
す
る
の
術
な
り
。
誠
に
此
の
如
け
れ
ば
、
則
ち
三
公 

其
の

職
を
競
思
し
て
百
寮 

急
ぎ
て
其
の
忠
を
竭
く
す
。
（
三
式
篇

（
６
）

）
。

①
三
公
は
三
年
の
後
に
「
考
績
黜
刺
」
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
の
才
を
択
ぶ
べ

き
で
あ
る
と
い
い
、
②
稷
・
契
・
伯
夷
・
申
伯
・
仲
山
甫
の
よ
う
な
「
致
治
の
效
」

が
あ
れ
ば
、
列
侯
に
封
じ
、
「
南
土
八
蛮
」
の
賜
物
を
授
け
る
と
い
う
。
し
か

し
③
に
あ
る
よ
う
に
、
尸
祿
素
餐
（
ろ
く
ぬ
す
び
と
）
の
よ
う
な
者
は
、
渥
刑

（
大
刑
）
に
処
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

　

①
・
②
・
③
を
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
「
一
式
」
に
つ
い
て
の
王
符
の
主
張

が
理
解
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
三
公
に
対
し
て
「
考
績
黜
刺
」を
明
ら
か
に
し
、

（
前
漢
で
は
丞
相
で
あ
っ
た
が
）
武
帝
が
そ
う
し
た
よ
う
に
功
績
が
あ
れ
ば
、
稷
・

契
の
よ
う
に
封
爵
し
、な
け
れ
ば
大
刑
に
処
す
と
。
こ
れ
が
「
一
式
」
で
あ
る
。

　

二
―
二
「
二
式
」

　

「
二
式
」
は
、
主
と
し
て
諸
侯
の
分
封
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
。
以
下
、
記

述
を
見
て
い
こ
う
。　

先
王
の
制
、
継
体
し
て
諸
侯
を
立
つ
る
は
、
以
て
賢
に
象
れ
ば
な
り
。
①

子
孫
は
旧
徳
を
食
む
の
義
有
り
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
封
疆
に
国
を
立
つ
る

は
、
諸
侯
の
為
に
せ
ず
、
官
を
張
り
吏
を
置
く
は
、
大
夫
の
為
に
せ
ず
。

②
必
ず
民
に
功
有
れ
ば
、
乃
ち
位
を
保
つ
を
得
、
故
に
考
績
黜
刺
九
錫
三

削
の
義
有
り
。
詩
に
云
ふ
、
「
彼
の
君
子
、
素
餐
な
ら
ず
」
と
。
此
れ
由

り
之
を
観
れ
ば
、
未
だ
以
て
無
功
に
し
て
禄
せ
ら
る
る
を
得
る
者
有
ら
ざ

日本儒教学会報 五



- 3 -

る
な
り
。
③
当
今
の
列
侯
、
率
ね
皆　

先
人
の
爵
を
襲
ぎ
、
祖
考
の
位
に

因
る
も
、
其
の
身　

漢
に
功
無
く
、
民
に
徳
無
く
、
国
を
専
ら
に
し
て
南

面
し
、
臥
し
て
重
禄
を
食
み
、
下
は
百
姓
を
殫
く
し
、
富
は
国
家
を
有
つ
。

此
れ
素
餐
の
甚
し
き
者
な
り
。
孝
武
皇
帝 

其
の
此
の
如
き
を
患
ひ
、
乃

ち
酎
金
を
令
し
て
以
て
之
を
黜
す
る
も
、
而
れ
ど
も
益
〻
怨
多
し
（
三
式

篇
（
７
）

）
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
①
諸
侯
の
子
孫
は
（
祖
先
の
）
旧
徳
を
食
む
道
理
は
あ
る
が
、

国
境
に
国
を
建
て
る
の
は
諸
侯
の
た
め
に
す
る
の
で
は
な
く
、
官
を
設
け
て
吏

置
く
の
は
大
夫
の
た
め
に
す
る
の
で
は
な
く
、
②
（
諸
侯
も
し
く
は
大
夫
と
な

る
も
の
）
は
、
万
民
に
功
績
が
あ
れ
ば
そ
の
位
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
、
ゆ

え
に
「
考
績
黜
刺
九
錫
三
削
の
義
」が
存
在
す
る
と
い
う
。こ
こ
で
重
要
な
の
は
、

「
考
績
黜
刺
九
錫
三
削
の
義
」
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
『
白
虎
通
』
と
『
潜
夫
論
』

の
一
致
す
る
点
で
あ
る
。
「
考
績
黜
刺
」
は
功
績
を
審
査
し
、
不
適
格
で
あ
れ

ば
削
る
と
い
う
こ
と
を
指
し
、
「
九
錫
三
削
」
は
適
格
で
あ
れ
ば
適
切
な
九
錫

を
与
え
、
不
適
格
で
あ
れ
ば
三
た
び
爵
土
を
削
る
こ
と
を
言
う
。
詳
細
な
検
討

は
後
に
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
諸
侯
の
功
績
を
審
査
す
る
義
が
「
考
績
黜
刺
九

錫
三
削
の
義
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
こ
の
段
ま
で
に
述

べ
ら
れ
る
の
は
、
王
符
が
想
定
す
る
諸
侯
の
あ
り
方
の
理
想
形
で
あ
る
が
、
現

実
が
そ
う
な
っ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
王
符
は
批
判
を
行
う
。
す
な
わ
ち
、
③
に

よ
れ
ば
、
今
の
列
侯
は
、
大
体
み
な
先
人
の
爵
位
を
継
承
し
、
祖
先
の
位
に
よ

り
（
位
に
）
い
る
が
、
そ
の
身
は
漢
に
功
績
が
無
く
、
民
に
徳
が
な
く
、
国
を

占
有
し
て
南
面
し
、
寝
な
が
ら
重
録
を
食
み
、
下
は
万
民
を
尽
く
し
、
富
は
国

家
を
保
つ
ほ
ど
で
あ
る
と
い
う
。
王
符
の
眼
前
に
存
在
す
る
諸
侯
た
ち
の
あ
り

方
は
こ
の
よ
う
で
あ
り
、
彼
は
そ
れ
を
「
素
餐
の
甚
し
き
者
」
、
つ
ま
り
功
績

も
な
い
の
に
労
せ
ず
し
て
禄
を
食
む
者
と
断
じ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
列
侯
を
除
く
策
と
し
て
、
王
符
は
次
の
よ
う
な
案
を
提
示
す
る
。

①
今　

列
侯　

年
卉
よ
り
以
来
、
宜
し
く
皆　

試
み
に
長
吏
墨
綬
よ
り
以
上

に
補
し
、
関
内
侯
は
黄
綬
に
補
し
、
以
て
其
の
志
を
信の

べ
、
以
て
其
の
能

を
旌
す
べ
し
。
②
其
れ
韓
侯
・
邵
虎
の
徳
有
り
、
上
に
天
子
に
功
有
り
、

下
に
百
姓
に
益
有
れ
ば
、
則
ち
稍
く
位
を
遷
し
土
を
益
し
て
、
以
て
有
徳

を
彰
か
に
す
。
③
其
れ
姦
を
懐
き
悪
を
蔵
し
尤
も
無
状
な
る
者
、
土
を
削

り
国
を
奪
ひ
て
、
以
て
好
悪
を
明
か
に
す
（
三
式
篇

（
８
）

）
。

　

①
に
よ
れ
ば
、
列
侯
で
三
十
歳
以
上
の
者
は
、
試
し
に
長
吏
墨
綬
以
上
に
つ

け
、
関
内
侯
は
黄
綬
を
つ
け
て
、
そ
の
意
思
を
明
白
に
示
し
、
そ
の
能
力
を
表

明
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
墨
綬
は
県
の
令
長
級
の
官
を
指
し
、
黄
綬
は

県
丞
級
の
官
を
指
す
。
王
符
は
列
侯
（
関
内
侯
）
に
対
し
、
ま
ず
こ
れ
ら
の
官

職
に
つ
か
せ
、
功
績
を
出
さ
せ
よ
う
と
い
う
一
種
の
諸
侯
改
革
案
を
述
べ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
②
に
よ
れ
ば
韓
侯
・
邵
虎
の
よ
う
な
徳
が
あ
り
、
上

に
は
天
子
に
功
績
が
あ
り
、
下
に
は
万
民
に
益
が
あ
れ
ば
、
次
第
に
位
を
移
し

土
を
益
し
て
、
（
そ
の
よ
う
な
手
順
を
踏
む
こ
と
に
よ
り
）
有
徳
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
の
だ
と
い
い
、
③
に
は
姦
邪
の
心
を
懐
き
、
邪
悪
を
身
に
隠

し
、
特
に
無
状
で
あ
る
者
は
、
土
を
削
り
国
を
奪
い
（
そ
の
よ
う
な
手
順
を
踏

む
こ
と
に
よ
り
）
好
悪
を
明
ら
か
に
す
る
の
だ
と
い
う
。
①
で
諸
侯
に
対
す
る

改
革
案
を
述
べ
、
②
と
③
で
良
い
場
合
と
悪
い
場
合
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
彼
の
言
う
改
革
案
が
採
用
さ
れ
た
形
跡
は
史
書
に
全
く
見
ら
れ
な
い

わ
け
で
あ
る
が
、
彼
が
如
何
に
素
餐
な
諸
侯
に
対
し
て
怒
り
を
抱
い
て
い
た
か

理
解
で
き
よ
う
。

王符の封侯観―『潜夫論』三式篇と『白虎通』における記述の関連を中心として
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最
後
に
、
「
二
式
」
ま
で
の
総
論
と
思
し
き
叙
述
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

①
是
れ
誠

マ
マ
（
９
）に

三
公
を
封
じ
て
以
て
積
徳
を
旌
し
、
列
侯
を
試
し
て
以
て

素
餐
を
除
け
ば
、
上
は
建
侯
の
義
に
合
ひ
、
下
は
黜
刺
の
法
に
合
ふ
。
賢

材
を
ば
職
に
任
ず
れ
ば
、
則
ち
上
下 

福
を
蒙
り
、
素
餐 

国
を
委
つ
れ
ば
、

位
に
凶
人
無
し
。
誠
に
此
の
如
く
ん
ば
、
則
ち
諸
侯 

必
ず
内
に
制
の
行

は
る
る
を
思
ひ
て
国
を
助
く
。
②
今
は
則
ち
然
ら
ず
、
功
有
る
も
賞
せ
ず
、

徳
無
き
も
削
ら
ず
、
甚
だ
善
を
勧
め
悪
を
懲
ら
し
め
、
忠
賢
を
誘
進
し
、

移
風
易
俗
の
法
術
に
非
ざ
る
な
り
（
三
式
篇

）
（1
（

）
。

　

①
に
よ
れ
ば
、
た
め
し
に
三
公
を
封
じ
て
徳
を
積
ん
で
い
る
も
の
を
表
明
し
、

列
侯
を
試
し
て
素
餐
な
も
の
を
排
除
す
れ
ば
、
上
に
は
「
建
侯
の
義
」
に
合
致

し
、
下
に
は
「
黜
刺
の
法
」
に
適
合
す
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
有
徳
者
が
就
い

て
い
る
で
あ
ろ
う
三
公
を
封
建
し
、
既
に
列
侯
の
位
に
あ
る
も
の
は
そ
れ
を
試

し
に
官
に
つ
け
る
と
い
う
こ
と
を
す
れ
ば
、
「
建
侯
の
義
」
・
「
黜
刺
の
法
」
に

合
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
は
②
に
あ
る
よ
う
に
そ
の
よ
う
に
な
っ

て
は
い
な
い
。
功
績
が
あ
っ
て
も
賞
せ
ず
、
徳
が
無
く
て
も
領
地
を
削
ら
な
い

と
い
う
状
態
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
王
符
は
、
と
て
も
善
を
勧
め
悪
を
懲
ら
し

め
、
忠
賢
を
誘
い
進
め
、
「
移
風
易
俗
（
を
行
う
）
の
法
術
」
と
は
到
底
言
え

な
い
と
断
じ
る
。

　

以
上
、
「
一
式
」
・
「
二
式
」
の
内
容
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
述
べ
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
要
す
る
に
、
三
公
は
そ
の
位
に
つ
い
て
い
る
以
上
、
そ
れ
は
積
徳
の

現
れ
で
あ
る
た
め
に
封
建
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り
祖
先
の
位
を
継

い
で
列
侯
で
あ
る
も
の
は
、
そ
の
ま
ま
列
侯
で
あ
る
べ
き
で
な
い
。
も
し
「
考

績
黜
刺
九
錫
三
削
の
義
」
に
沿
う
の
で
あ
れ
ば
、
試
し
て
官
に
つ
け
、
能
力
を

証
明
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
て
、
次
項
で
は
ま
ず
『
白
虎
通
』
に
お
け
る
封
侯
観
を
確
認
し
た
上
で
、

王
符
の
言
う
諸
侯
審
査
の
義
で
あ
る
「
考
績
黜
刺
九
錫
三
削
の
義
」
の
具
体
的

内
容
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

　

二
―
三
『
白
虎
通
』

　

『
白
虎
通

）
（（
（

』
に
記
さ
れ
る
諸
侯
に
つ
い
て
は
、
封
公
侯
篇
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

王
者
は
三
公
・
九
卿
・
二
十
七
大
夫
を
主
り
、
以
て
教
道
し
て
幽
隠
を
照

ら
す
に
足
る
も
、
必
ず
復
た
諸
侯
を
封
ず
る
は
何
ぞ
。
民
を
重
ん
ず
る
の

至
り
な
れ
ば
な
り
。
善
悪 

比
し
て
知
り
易
く
、
①
賢
を
択
び
て
之
を
封
じ
、

其
の
民
を
治
め
て
、
以
て
其
の
徳
を
著
は
し
、
其
の
才
を
極
め
し
む
。
②

上
は
以
て
天
子
を
尊
び
、
蕃
輔
に
備
へ
、
下
は
以
て
百
姓
を
子
養
し
、
其

の
道
を
施
行
す
。
③
賢
者
の
路
を
開
き
、
謙
し
て
自
ら
専
ら
に
せ
ず
、
故

に
土
を
列
ち
て
賢
を
封
じ
、
因
り
て
之
に
象
る
は
、
賢
に
象
り
て
民
を
重

ず
れ
ば
な
り
（
封
公
侯
篇

）
（1
（

）
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
①
諸
侯
を
封
建
す
る
際
に
は
、
賢
者
を
精
選
し
て
こ
れ
を

封
建
し
、
民
を
治
め
、
そ
の
徳
を
表
わ
し
、
そ
の
才
能
を
尽
く
さ
せ
る
。
②
さ

す
れ
ば
諸
侯
は
、
上
は
天
子
を
尊
崇
し
、
藩
屏
と
な
り
、
下
は
万
民
を
養
い
、

そ
の
道
を
行
う
。
③
賢
者
の
路
を
開
き
、
謙
譲
し
て
自
ら
（
そ
の
権
威
を
）
専

ら
に
し
な
い
、
た
め
に
土
を
分
か
ち
て
賢
者
を
封
建
し
、
よ
っ
て
こ
れ
に
の
っ

と
る
の
は
、
賢
者
に
の
っ
と
っ
て
民
を
重
ん
ず
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の

段
で
は
、
諸
侯
を
封
建
す
る
こ
と
の
意
味
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
諸
侯
と
な
る

も
の
は
、「
賢
者
」
で
あ
る
こ
と
を
重
視
す
る
が
、
そ
れ
は
王
符
の
思
想
に
通
じ
、

日本儒教学会報 五
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密
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る

）
（1
（

。
ま
た
、
後
段
に
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

王
者
即
位
し
、
先
づ
賢
者
を
封
ず
る
は
、
民
の
急
を
憂
へ
ば
な
り
。
①
故

に
土
を
列
ち
疆
を
為
る
は
諸
侯
の
為
に
す
る
に
非
ず
、
官
を
張
り
府
を
設

く
る
は
卿
大
夫
の
為
に
す
る
に
非
ず
、
皆 

民
の
為
な
り
。
易
に
曰
く
、「
建

侯
に
利
し
」
と
。
此
れ
言
ふ
こ
こ
ろ
は
利
し
と
す
る
所
に
因
る
が
故
に
之

を
立
つ
。
…
…
②
天
下
太
平
に
し
て
乃
ち
親
属
を
封
じ
、
不
私
を
示
す
な

り
。
即
ち
不
私
に
し
て
之
を
封
ず
る
は
何
ぞ
。
普
天
の
下
、
王
土
に
非
ざ

る
は
莫
く
、
率
土
の
賓
、
王
臣
に
非
ざ
る
は
莫
し
。
海
内
の
衆　

已
に
尽

く
之
を
使
ふ
を
得
る
も
、
親
属
を
し
て
短
足
の
居
無
か
ら
し
む
る
に
忍
び

ず
、
一
に
之
を
封
ぜ
し
む
る
は
、
親
親
の
義
な
れ
ば
な
り
。
以
て
尚
書
に

康
叔
を
封
ず
る
は
、
平
安
に
拠
れ
ば
な
り
。
王
者 

始
め
て
起
こ
り
、
諸

父
昆
弟
を
封
じ
、
己
と
財
を
共
に
す
る
の
義
を
示
す
、
故
に
以
て
土
を
共

に
す
可
き
な
り
。
一
説
に
諸
父 

諸
侯
に
封
ぜ
ら
る
る
を
得
ざ
る
は
、
功

有
り
、
賢
に
象
り
て
以
て
民
の
為
と
す
る
を
厚
く
す
れ
ば
な
り
。
賢
者
の

子
孫 

類
ね
賢
多
け
れ
ば
な
り
（
封
公
侯
篇

）
（1
（

）
。

　

重
要
な
の
は
、
①
の
文
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
『
潜
夫
論
』
三
式
篇
に
あ
っ

た
「
国
境
に
国
を
建
て
る
の
は
諸
侯
の
た
め
に
す
る
の
で
は
な
く
、
官
を
設
け

て
吏
置
く
の
は
大
夫
の
た
め
に
す
る
の
で
は
な
い
」
に
即
応
す
る
箇
所
で
あ
る
。

『
白
虎
通
』
に
よ
れ
ば
、こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
民
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

②
に
よ
れ
ば
、
親
族
を
封
建
し
、
不
私
を
示
す
と
い
う
。
こ
の
記
述
は
、「
親
親
」

た
る
親
族
す
な
わ
ち
外
戚
の
封
建
を
正
当
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
言

を
俟
た
な
い
だ
ろ
う

）
（1
（

。

　

こ
こ
ま
で
、
『
白
虎
通
』
封
公
侯
篇
の
要
点
を
見
て
き
た
。
『
白
虎
通
』
は
、

諸
侯
に
は
賢
者
を
封
建
し
、
諸
侯
と
す
る
の
は
民
の
為
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、

親
族
を
封
建
し
、
天
下
に
不
私
を
示
す
の
だ
と
い
う
。
当
然
の
ご
と
く
、
王
符

が
「
旧
徳
を
食
む
の
義
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
諸
侯
に
は
爵
を
伝
位
す
る
権
利

が
『
白
虎
通
』
で
も
承
認
さ
れ
て
い
る

）
（1
（

。
た
だ
し
そ
れ
に
は
条
件
が
あ
り
、
王

符
は
そ
れ
を
「
考
績
黜
刺
九
錫
三
削
の
義
」
と
し
て
い
た
。
以
下
、
『
白
虎
通
』

に
お
け
る
「
考
績
黜
刺
九
錫
三
削
の
義
」
と
合
致
す
る
記
述
を
み
て
い
く
。

①
［
考
績
黜
刺
］
諸
侯 

考
黜
せ
ら
る
所
以
は
何
ぞ
。
王
者 

賢
を
勉
ま
し
悪
を

抑
ふ
る
所
以
に
し
て
、
民
を
重
ん
ず
る
の
至
り
な
れ
ば
な
り
。
『
尚
書
』
に
曰
く
、

「
三
載
考
績
、
三
考
黜
陟
」
と
（
攷
黜
篇

）
（1
（

）
。

②
［
考
績
黜
刺
］
三
歳
に
一
た
び
考
績
す
る
所
以
は
何
ぞ
や
。
三
年
に
成
有
り
、

故
に
是
に
于
て
有
功
を
賞
し
、
不
肖
を
黜
す
。
『
尚
書
』
に
曰
く
、「
三
載
考
績
、

三
考
黜
陟
」と
。
何
を
以
て
始
め
に
考
し
て
輒
ち
之
を
黜
す
る
を
知
る
か
。
『
尚

書
』
に
曰
く
、
「
三
年
に
一
た
び
考
し
、
少
な
け
れ
ば
黜
す
る
に
地
を
以
て
す
」

と
。
『
書
』
に
三
考
黜
陟
を
言
ふ
所
以
の
者
、
爵
土 

異
な
る
を
謂
ふ
な
り
。
小

国 

之
を
考
し
て
功
有
ら
ば
、
土
を
増
し
爵
を
進
め
、
後
に
考
し
て
功
無
く
ん

ば
削
黜
し
、
後
に
考
し
て
功
有
ら
ば
、
上
し
て
之
に
賜
ふ
。
五
十
里 

五
賜
に

過
ぎ
ず
し
て
爵
土
を
進
め
、
七
十
里 

七
賜
に
過
ぎ
ず
し
て
爵
土
を
進
む
。
能

に
小
大
有
り
、
行
に
進
退
有
る
な
り
（
攷
黜
篇

）
（1
（

）
。

③
［
九
錫
］
礼
説
の
九
錫
、
車
馬
・
衣
服
・
楽
則
・
朱
戸
・
納
陛
・
虎
賁
・
鈇
鉞
・

弓
矢
・
秬
鬯
、
皆 

其
の
徳
に
随
ひ
、
行
し
て
次
づ
可
し
。
能
く
民
を
安
ん
ず

る
者
に
車
馬
を
賜
ひ
、
能
く
民
を
富
ま
す
者
に
衣
服
を
賜
ひ
、
能
く
民
を
和
す

る
者
に
楽
則
を
賜
ひ
、
民 

衆
多
な
る
者
に
朱
戸
を
賜
ひ
、
能
く
善
を
進
む
る

者
に
納
陛
を
賜
ひ
、
能
く
悪
を
退
く
る
者
に
虎
賁
を
賜
ひ
、
能
く
有
罪
を
誅
す

る
者
に
鈇
鉞
を
賜
ひ
、
能
く
不
義
を
征
す
る
者
に
弓
矢
を
賜
ひ
、
孝
道 

備
は

王符の封侯観―『潜夫論』三式篇と『白虎通』における記述の関連を中心として
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る
者
に
秬
鬯
を
賜
ひ
、
先
後
と
施
行
の
次
と
自
ら
相 

逾
ゑ
ざ
る
を
以
て
、
相 

本
末
の
然
り
と
為
す
。
民
を
安
ん
じ
然
る
後
に
富 

足
り
、
富 

足
り
て
後
に
楽
、

楽
に
し
て
後
に
衆
く
、
乃
ち
賢
多
く
、
賢
多
く
し
て
乃
ち
能
く
善
を
進
め
、
善

を
進
め
て
乃
ち
能
く
悪
を
退
け
、
悪
を
退
け
て
乃
ち
能
く
刑
を
断
ず
。
内
に
能

く
已
を
正
し
、
外
に
能
く
人
を
正
し
、
内
外 

備
を
行
ひ
、
孝
道 

乃
ち
生
ず
。

能
く
民
を
安
ん
ず
、
故
に
車
馬
を
賜
ひ
て
、
以
て
其
の
功
徳
を
著
は
し
、
其
の

身
を
安
ん
ず
。
能
く
人
を
し
て
衣
食
を
富
足
せ
し
め
、
倉
廩 

実
つ
、
故
に
衣

服
を
賜
ひ
て
、
以
て
其
の
体
を
彰
は
す
。
能
く
民
を
し
て
楽
に
和
せ
し
む
、
故

に
之
に
楽
則
を
賜
ひ
て
、
以
て
其
の
先
に
事
ふ
る
な
り
。
『
礼
』
に
曰
く
、
「
夫

れ
楽
を
賜
ふ
者
、
時
の
王
の
楽
を
以
て
其
の
宗
廟
に
事
ふ
る
を
得
る
な
り
」
と

（
攷
黜
篇

）
（1
（

）
。

④
［
三
削
］
百
里
の
侯
、
一
た
び
削
り
て
七
十
里
侯
と
為
し
、
再
た
び
削
り
て

七
十
里
伯
と
為
し
、
三
た
び
削
り
て
寄
公
と
為
す
。
七
十
里
伯
、
一
た
び
削
り

て
五
十
里
伯
と
為
し
、
二
た
び
削
り
て
五
十
里
子
と
為
し
、
三
た
び
削
り
て
地 

尽
く
。
五
十
里
子
、
一
た
び
削
り
て
三
十
里
子
と
為
し
、
再
た
び
削
り
て
三
十

里
男
と
為
し
、
三
た
び
削
り
て
地 

尽
く
。
五
十
里
男
、
一
た
び
削
り
て
三
十

里
男
と
為
し
、
再
た
び
削
り
て
三
十
里
附
庸
と
為
し
、
三
た
び
削
り
て
爵 

尽
く
。

三
削
に
至
る
所
以
は
何
ぞ
や
。
礼 

三
に
成
り
、
三
に
し
て
改
め
ず
、
反
す
と

雖
も
益
無
き
な
り
。
『
尚
書
』
に
曰
く
、
「
三
考
黜
陟
」
と
（
攷
黜
篇

）
11
（

）
。

　

こ
れ
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
が
、
①
か
ら
④
の
内
容
は
、
王
符
が
述
べ
た

「
考
績
黜
刺
九
錫
三
削
の
義
」
に
合
致
し
て
い
る
。
［
考
績
黜
刺
］
に
は
、
三
年

に
一
回
考
劾
し
、
爵
土
を
進
め
た
り
削
っ
た
り
す
る
こ
と
を
述
べ
、
［
九
錫
］

に
は
、
九
錫
賜
与
の
規
定
が
記
さ
れ
、
［
三
削
］
に
は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に

爵
土
が
削
ら
れ
て
い
く
の
か
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
攷
黜
篇
の
一
篇
に
ま

と
め
ら
れ
て
お
り
、
当
然
の
ご
と
く
内
容
が
緊
密
に
相
互
連
関
す
る
か
ら
そ
う

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『
潜
夫
論
箋
』
は
『
白
虎
通
』
の
当
該
箇
所

を
注
に
引
い
て
い
る
。
『
潜
夫
論
箋
』
を
撰
し
た
汪
継
培
も
気
づ
い
て
い
た
の

で
あ
る
、
こ
の
箇
所
は
明
確
に
『
白
虎
通
』
攷
黜
篇
の
記
述
を
参
考
に
し
て
い

る
と
。
す
な
わ
ち
、
王
符
が
述
べ
た
「
考
績
黜
刺
九
錫
三
削
の
義
」
は
、
す
で

に
『
白
虎
通
』
に
備
わ
っ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
上
に
述
べ
た
「
韓

侯
・
邵
虎
の
徳
が
あ
り
、
上
に
は
天
子
に
功
績
が
あ
り
、
下
に
は
万
民
に
益
が

あ
れ
ば
、
次
第
に
位
を
移
し
土
を
益
し
て
、
（
そ
の
よ
う
な
手
順
を
踏
む
こ
と

に
よ
り
）
有
徳
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
に
対

し
て
は
、
以
下
の
記
述
が
即
応
す
る
。

　

受
命
の
王
、
太
平
を
致
す
の
主
、
羣
臣
の
上
下
の
功
を
美
み
し
、
故
に
尽

く
之
を
封
ず
。
中
興
征
伐
に
及
び
、
大
功 

皆 

封
ぜ
ら
る
る
は
、
大
功
を

褒
む
る
所
以
な
り
。
盛
徳
の
士
も
亦
た
之
を
封
ず
る
は
、
徳
有
る
を
尊
ぶ

所
以
な
り
。
徳
を
以
て
封
ず
る
に
、
必
ず
之
を
試
し
て
附
庸
と
為
す
こ
と

三
年
に
し
て
、
功
有
れ
ば
、
因
り
て
之
を
五
十
里
に
封
ず
。
元
士
に
し
て

功
有
る
者
、
亦
た
附
庸
と
為
し
、
其
の
位
を
世
〻
に
す
。
大
夫　

功　

成
る

有
れ
ば
五
十
里
に
封
ず
。
卿　

功　

成
れ
ば
七
十
里
に
封
ず
。
公　

功　

成
れ

ば
百
里
に
封
ず
。
士
に
功
徳
有
れ
ば
、
遷
し
て
大
夫
と
為
す
。
大
夫
に
功

徳
有
れ
ば
、
遷
し
て
卿
と
為
す
。
卿
に
功
徳
有
れ
ば
、
遷
し
て
公
と
為
す
、

故
に
爵
は
有
徳
を
主
り
、
封
は
有
功
を
主
る
な
り
（
攷
黜
篇

）
1（
（

）
。

　

こ
の
よ
う
に
、
『
白
虎
通
』
攷
黜
篇
に
お
け
る
記
述
は
、
『
潜
夫
論
』
三
式
篇

と
一
致
し
て
い
る
箇
所
が
多
い
。
こ
れ
を
み
れ
ば
、
王
符
が
か
く
あ
る
べ
し
と

捉
え
て
い
た
本
来
の
道
理
は
『
白
虎
通
』
に
備
わ
っ
て
い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ

日本儒教学会報 五
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う
。
王
符
は
、
『
白
虎
通
』
に
お
け
る
「
考
績
黜
刺
」
・
「
九
錫
」
・
「
三
削
」
に

関
す
る
記
述
を
「
考
績
黜
刺
九
錫
三
削
の
義
」
と
ま
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
三
式
篇
の
篇
頭
で
述
べ
て
い
た
よ
う
に
王
符
は
、
「
白
馬
の
盟
か
ら

外
れ
た
外
戚
の
封
建
」
を
批
判
の
力
点
に
据
え
て
い
た
。
し
か
し
、
『
白
虎
通
』

は
「
天
下
太
平
に
し
て
乃
ち
親
属
を
封
じ
、
不
私
を
示
す
な
り
」
と
い
う
よ
う

に
、
外
戚
の
封
建
を
承
認
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
『
白
虎
通
』
の
記
述
す
べ
て

を
金
科
玉
条
と
し
て
扱
い
、
奉
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
ろ
う
。

む
し
ろ
、
記
述
内
容
を
引
き
受
け
た
上
で
現
実
に
そ
ぐ
わ
な
い
部
分
の
批
判
を

行
っ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
点
で
い
え
ば
『
白
虎
通
』
と
王
符
『
潜
夫
論
』
の

内
容
的
関
連
も
指
摘
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
王
符
が
確
実
に
『
白
虎

通
』
を
閲
覧
し
、
三
式
篇
を
著
し
た
と
証
明
す
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
わ
け
で
あ

る
が
、
『
白
虎
通
』
が
そ
れ
ま
で
の
後
漢
儒
教
に
お
け
る
一
般
的
な
解
釈
を
集

め
て
皇
帝
臨
席
の
も
と
欽
定
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
可

能
性
は
高
い
。

　

後
漢
の
思
想
家
た
ち
が
『
白
虎
通
』
を
受
容
し
て
い
く
さ
ま
を
仮
に
「
『
白

虎
通
』
受
容
史
」
と
し
、
そ
れ
に
お
い
て
王
符
の
役
割
は
如
何
ほ
ど
の
も
の
だ
っ

た
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
後
漢
時
代
に
お
け
る
『
白
虎
通
』
受

容
史
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
池
田
秀
三
が
、「
許
愼
『
五
経
異
議
』
や
応
劭
『
風

俗
通
』
、
蔡
邕
『
独
断
』
ら
は
い
ず
れ
も
一
見
、
『
白
虎
通
』
を
無
み
す
る
よ
う

で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
根
本
的
に
そ
の
影
響
下
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
と
は
こ

の
三
書
に
止
ま
ら
な
い
。
後
漢
全
て
の
学
者
に
当
て
は
ま
る
と
い
う
の
も
、
決

し
て
過
言
で
は
な
い
。
個
々
の
学
者
の
学
説
を
詳
細
に
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
間

の
相
違
は
極
め
て
多
い
―
―
そ
し
て
そ
の
違
い
を
考
究
す
る
こ
と
が
後
漢
思
想

史
研
究
な
の
だ
と
私
は
信
じ
て
い
る

―
」
と
見
解
を
述
べ
て
い
る

）
11
（

。
氏
の
意

見
を
踏
ま
え
て
考
え
て
み
る
と
、
王
符
も
他
の
思
想
家
と
同
様
に
『
白
虎
通
』

の
支
配
下
に
あ
っ
た
が
、
許
愼
ら
と
は
異
な
り
、
決
し
て
そ
れ
を
無
み
し
た
り

は
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
『
白
虎
通
』
の
内
容
を
大

き
く
引
き
受
け
つ
つ
も
、
批
判
す
べ
き
点
が
あ
れ
ば
批
判
を
加
え
る
と
い
う
極

め
て
健
全
な
か
た
ち
を
取
っ
て
い
る
。
『
白
虎
通
』
を
金
科
玉
条
と
す
る
わ
け

で
も
な
く
、
無
み
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
フ
ラ
ッ
ト
な
目
線
で
『
白
虎
通
』
に

接
す
る
と
い
う
の
が
、
王
符
の
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
池
田
が
取
り

上
げ
た
許
愼
・
応
劭
・
蔡
邕
と
は
違
っ
た
立
場
の
思
想
家
と
し
て
、
『
白
虎
通
』

受
容
史
に
王
符
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
ろ
う

）
11
（

。

　

次
に
、
王
符
の
具
体
的
な
批
判
の
対
象
者
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
れ
は
は

じ
め
に
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
鄧
騭
専
権
」
状
態
、
具
体
的
に
は
外
戚
鄧
氏
一

族
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
官
僚
た
ち
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
封
侯
と
い
う
点

に
関
し
て
は
、
外
戚
鄧
氏
が
列
侯
に
封
建
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
、
さ
ら
に

後
漢
建
国
の
大
功
臣
た
る
鄧
禹
に
賜
わ
れ
た
列
侯
爵
を
継
ぎ
続
け
た
と
い
う
事

実
が
重
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
次
章
で
は
、
そ
の
点
を
『
白
虎
通
』
の
外

戚
優
遇
と
い
う
視
座
か
ら
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　
　
　
　

三
、
批
判
の
対
象
者

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
白
虎
通
』
は
外
戚
封
建
を
承
認
し
て
い
る
。
こ
の

点
を
王
符
は
受
け
入
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
実
際
、
章
帝
期
ま

で
の
後
漢
の
伝
統
を
考
え
る
と
、
正
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
『
後
漢
書
』
本
紀

二 
明
帝
紀 

永
平
十
八
年
条
に
、

【
本　

文
】
帝 

建
武
の
制
度
を
遵
奉
し
、
敢
へ
て
違
ふ
者
無
し
。
後
宮
の
家
、

侯
に
封
ぜ
ら
れ
政
に
与
る
を
得
ず
。

王符の封侯観―『潜夫論』三式篇と『白虎通』における記述の関連を中心として
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【
李
賢
注
】
東
観
記
に
曰
く
、
「
光
武 

前
代
の
権
臣 

太
だ
盛
ん
に
し
て
、
外

戚 

政
に
与
り
、
上
は
明
主
を
濁
し
、
下
は
臣
子
を
危
ふ
く
す
る

を
閔
傷
す
れ
ば
、
后
族
た
る
陰
・
郭
の
家 

九
卿
に
過
ぎ
ず
、
親

属
の
栄
位 

許
・
史
・
王
氏
の
半
ば
に
も
及
ぶ
こ
と
能
は
ず
」
と

）
11
（

。

と
あ
る
よ
う
に
、
明
帝
は
光
武
帝
の
制
度
を
引
継
ぎ
、
外
戚
家
を
封
建
す
る
こ

と
も
政
治
に
関
与
さ
せ
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
具
体
的
に
光
武
帝
は
、
陰
氏

も
郭
氏
も
九
卿
よ
り
上
に
は
任
命
せ
ず
、
外
戚
親
族
の
良
い
官
位
に
至
っ
た
も

の
は
、
前
漢
の
外
戚
で
あ
る
許
氏
・
史
氏
・
王
氏
の
半
分
に
も
満
た
な
か
っ
た

と
い
う
。
こ
の
光
武
帝
の
姿
勢
を
明
帝
は
堅
持
し
、
両
帝
の
在
位
時
に
は
外
戚

の
跋
扈
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
王
符
が
外
戚
封
建
を
批
判
す
る
の

は
、
後
漢
の
伝
統
と
し
て
は
間
違
い
で
は
な
か
っ
た
。
『
白
虎
通
』
が
外
戚
に

甘
く
作
ら
れ
て
い
る
要
因
は
、
臨
決
し
た
時
の
三
代
皇
帝
、
章
帝
に
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
『
後
漢
書
』
本
紀
十
上 

皇
后 

明
徳
馬
皇
后
紀
に
、

帝 

詔
を
省
て
悲
歎
し
、
復
た
重
ね
て
請
ひ
て
曰
く
、
「
漢 
興
り
て
よ
り
、

舅
氏
の
侯
に
封
ぜ
ら
る
る
は
、
猶
ほ
皇
子
の
王
と
為
る
が
ご
と
き
な
り
。

太
后 

誠
に
謙
虚
を
存
ふ
も
、
柰
何
ぞ
臣
を
し
て
独
り
恩
を
三
舅
に
加
へ

ざ
ら
し
め
ん
や
。
且
つ
衛
尉
は
年 

尊
く
、
両
校
尉
は
大
病
有
り
、
如
し

不
諱
な
ら
し
め
ば
、
臣
を
し
て
長
く
刻
骨
の
恨
を
抱
か
し
め
ん
。
宜
し
く

吉
時
に
及
ぶ
べ
し
、
稽
留
す
可
か
ら
ず
」
と

）
11
（

。

と
あ
り
、
漢
が
興
隆
し
て
か
ら
、
舅
氏
（
母
方
の
お
じ
）
が
列
侯
に
封
建
さ
れ

る
の
は
、
皇
子
が
王
と
な
る
よ
う
に
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
少
な
く
と

も
光
武
帝
・
明
帝
期
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
章
帝
は
前
漢
の

こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
右
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
章
帝
の

馬
太
后
に
対
す
る
請
願
は
、
即
位
直
後
の
建
初
元
（
七
六
）
年
に
行
わ
れ
、
馬

太
后
に
却
下
さ
れ
た
も
の
の
、
建
初
四
（
七
九
）
年
四
月
に
は
実
際
に
お
じ
で

あ
る
馬
廖
・
馬
防
・
馬
光
は
列
侯
に
封
建
さ
れ
て
い
る
。
『
白
虎
通
』
は
こ
の

年
の
十
一
月
に
成
っ
て
い
る
か
ら
、
南
部
英
彦
が
言
う
よ
う
に
、
裁
定
者
で
あ

る
章
帝
の
意
向
が
強
く
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
よ

う
）
11
（

。

　

右
に
よ
れ
ば
、
後
漢
の
伝
統
か
ら
は
外
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
章
帝
の
意
向

が
反
映
さ
れ
た
結
果
、
『
白
虎
通
』
は
外
戚
に
対
し
て
非
常
に
寛
容
な
内
容
に

な
っ
て
い
た
。
こ
の
点
に
王
符
が
『
白
虎
通
』
に
対
し
て
フ
ラ
ッ
ト
に
接
し
た

原
因
の
一
つ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
王
符
は
「
考
績
黜
刺
九
錫

三
削
の
義
」
に
関
し
て
は
明
ら
か
に
『
白
虎
通
』
の
内
容
を
引
き
受
け
て
い
る

の
に
、
三
式
篇
の
冒
頭
で
は
外
戚
封
建
を
批
判
し
て
お
り
、
『
白
虎
通
』
の
外

戚
封
建
容
認
と
い
う
面
に
関
し
て
は
、
全
く
受
け
入
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
王
符
が
そ
の
よ
う
に
考
え
た
原
因
は
、
後
漢
に

お
け
る
鄧
氏
一
族
の
あ
り
方
に
存
在
し
た
。
ま
ず
彼
ら
は
王
符
が
三
式
篇
の
中

で
述
べ
て
い
た
「
祖
考
の
位
を
食
む
」
者
で
あ
っ
た
し
、
そ
し
て
さ
ら
に
、「
白

馬
の
盟
か
ら
外
れ
た
外
戚
の
封
建
」
さ
れ
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
以
下
行
論
の

都
合
上
、
先
に
「
祖
考
の
位
を
食
む
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
言
及
し
、
そ
の
後

「
白
馬
の
盟
か
ら
外
れ
た
外
戚
の
封
建
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

鄧
氏
は
、
後
漢
第
一
の
功
臣
で
あ
る
鄧
禹
を
祖
先
に
も
つ
「
祖
考
の
位
を
食

む
」
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
鄧
騭
に
関
し
て
は
単
純
に
鄧
禹
直
系
子
孫
と

言
え
る
わ
け
で
は
な
い
（
つ
ま
り
鄧
禹
の
列
侯
爵
を
継
げ
る
存
在
で
は
な
い
）

の
で
、
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。

　

鄧
禹
が
高
密
侯
に
封
建
さ
れ
た
の
ち
、
列
侯
爵
は
［
二
世
］
鄧
震
［
三
世
］

日本儒教学会報 五



- 9 -

鄧
乾
［
四
世
］
鄧
成
［
五
世
］
鄧
褒
［
六
世
］
鄧
某
と
［
二
世
］
鄧
震
期
に
一

時
国
絶
さ
れ
な
が
ら
も
、
復
家
さ
れ
そ
の
後
、
後
漢
一
代
を
通
じ
て
高
密
侯
を

保
っ
た
。
し
か
し
鄧
騭
は
鄧
禹
直
系
子
孫
で
は
な
い
。
鄧
騭
は
鄧
禹
の
第
六
子

で
あ
る
鄧
訓
の
長
子
で
あ
る
。
た
だ
し
、鄧
訓
は
そ
の
娘
が
和
帝
の
皇
后
と
な
っ

た
こ
と
に
よ
り
、
元
興
元
（
一
〇
五
）
年
、
追
封
さ
れ
て
平
寿
敬
侯
と
な
っ
て

い
る
。
重
要
な
こ
と
な
の
で
述
べ
る
が
、
平
寿
は
北
海
国
に
あ
り
、
高
密
侯
国

は
［
二
世
］
鄧
震
期
に
分
封
さ
れ
、
高
密
国
・
夷
安
侯
国
・
昌
安
侯
国
と
な
っ

て
い
た
。
つ
ま
り
、
平
寿
も
併
せ
れ
ば
、
北
海
国
に
お
け
る
四
つ
の
県
が
列
侯

国
と
し
て
鄧
氏
に
占
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
次
に
、
「
外
戚
諸
侯
」
と

い
う
点
に
着
目
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
事
実
が
存
在
す
る
。

永
初
元
年
、
騭
を
上
蔡
侯
に
封
じ
、
悝
を
葉
侯
と
し
、
弘
を
西
平
侯
と
し
、

閶
を
西
華
侯
と
し
、
食
邑
各
〻
万
戸
た
り
。
騭 

定
策
の
功
を
以
て
、
邑

を
増
す
こ
と
三
千
戸
。
騭
ら
辞
譲
し
て
獲
ら
ず
、
遂
に
使
者
よ
り
逃
避
し
、

関
に
閒し

の

び
て
闕
に
詣
り
、
上
疏
し
て
自
ら
陳
べ
て
曰
く
、
…
太
后 

聴
か
ず
。

騭 

頻
り
に
上
疏
し
、
五
た
び
六
た
び
に
至
り
、
乃
ち
之
を
許
す
（
『
後
漢

書
』
列
伝
六 

鄧
禹
伝
附
鄧
騭
伝

）
11
（

）
。

　

永
初
元
（
一
〇
七
）
年
の
段
階
で
、
鄧
太
后
は
鄧
騭
を
上
蔡
侯
、
鄧
悝
を
葉

侯
、
鄧
弘
を
西
平
侯
、
鄧
閶
を
西
華
侯
に
封
建
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は

鄧
騭
ら
が
受
け
ず
、
拒
否
の
上
疏
を
繰
り
返
し
た
た
め
、
沙
汰
止
み
と
な
っ
た
。

と
は
い
え
、
結
局
以
下
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
。

元
初
二
年
、
弘 

卒
す
。
太
后 

斉
衰
を
服
し
、
帝
は
緦
麻
、
並
び
に
其
の

第
に
宿
幸
す
。
弘 

少
く
し
て
欧
陽
尚
書
を
治
め
、
帝
に
禁
中
に
授
け
、

諸
儒 

之
に
帰
附
す
る
も
の
多
し
。
初
め
疾
病
し
、
遺
言
す
ら
く
悉
く
常

服
を
以
て
し
、
錦
衣
玉
匣
を
用
て
す
る
を
得
ざ
れ
と
。
有
司
奏
す
ら
く

弘
に
驃
騎
将
軍
・
位
特
進
を
贈
り
、
西
平
侯
に
封
ぜ
ん
こ
と
を
と
。
太

后 

弘
の
意
を
追
思
し
、
位
と
衣
服
を
加
贈
せ
ず
。
但
だ
銭
千
万
、
布
万

匹
を
賜
は
ん
と
す
る
も
、
騭
ら
復
た
辞
し
て
受
け
ず
。
大
鴻
臚
に
詔
し
て

節
を
持
し
、
弘
の
殯
に
即
き
て
子
の
広
徳
を
封
じ
て
西
平
侯
と
為
さ
し

む
。
将
に
葬
ら
ん
と
す
る
に
、
有
司 

復
た
奏
す
ら
く
五
営
の
軽
車
騎
士

を
発
し
、
礼
儀 

霍
光
の
故
事
の
如
く
せ
ん
こ
と
を
と
。
太
后
皆 

聴
か
ず
、

但
だ
白
蓋
双
騎
も
て
、
門
生 

輓
み
送
る
。
後
に
帝 

師
の
重
き
を
以
て
、

西
平
の
都
郷
を
分
ち
て
広
徳
の
弟
た
る
甫
徳
を
封
じ
て
都
郷
侯
と
為
す
。

四
年
、
又 

京
の
子
た
る
黄
門
侍
郎
の
珍
を
封
じ
て
陽
安
侯
と
為
し
、
邑 

三
千
五
百
戸
た
り
。
五
年
、
悝
・
閶 

相 

継
ぎ
て
並
び
に
卒
し
、
皆 

遺

言
す
ら
く
薄
葬
し
、
爵
贈
を
受
け
ざ
ら
ん
と
。
太
后 

並
び
に
之
に
従
ふ
。

乃
ち
悝
の
子
た
る
広
宗
を
封
じ
て
葉
侯
と
為
し
、
閶
の
子
た
る
忠
を
西
華

侯
と
為
す
（
『
後
漢
書
』
列
伝
六 

鄧
禹
伝
附
鄧
騭
伝

）
11
（

）
。

　

傍
線
部
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
前
段
に
み
え
る
鄧
騭
ら
の
辞
譲
に
も
関

わ
ら
ず
、
永
初
元
年
に
西
平
侯
に
封
建
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
鄧
弘
の
死
後
、

子
で
あ
る
鄧
廣
徳
が
西
平
侯
に
封
建
さ
れ
て
い
る
し
、
鄧
悝
や
鄧
閶
の
死
後
そ

の
子
ら
の
鄧
廣
宗
・
鄧
忠
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
本
来
父
親
の
封
建
さ
れ
る
は
ず
で

あ
っ
た
場
所
に
列
侯
と
し
て
封
建
さ
れ
て
い
る
。

　

上
記
し
て
き
た
事
実
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
後
漢
建

国
第
一
の
功
臣
で
あ
る
鄧
禹
が
封
建
さ
れ
た
高
密
侯
は
六
世
ま
で
受
け
継
が

れ
、
基
本
的
に
後
漢
一
代
を
通
じ
て
家
を
保
っ
た
。
ま
た
、
二
世
鄧
震
期
に
高

密
国
は
分
封
さ
れ
夷
安
国
・
昌
安
侯
国
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
鄧
禹
の
子
が
封
建

王符の封侯観―『潜夫論』三式篇と『白虎通』における記述の関連を中心として
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さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
王
符
が
批
判
し
て
い
た
「
祖
考
の
位
を
食
む
」
と
い
う
点

に
合
致
す
る
。
ま
た
、
三
式
篇
の
篇
頭
に
挙
げ
ら
れ
た
「
白
馬
の
盟
か
ら
外
れ

た
外
戚
の
封
建
」
に
つ
い
て
は
、
和
帝
期
に
鄧
騭
の
父
で
あ
る
鄧
訓
は
追
封
さ

れ
て
平
寿
敬
侯
と
な
っ
た
こ
と
に
加
え
、
右
に
述
べ
た
通
り
そ
の
他
に
も
「
外

戚
」
鄧
氏
一
族
は
し
っ
か
り
と
封
建
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
鄧
氏
は
、
「
祖
考

の
位
を
食
む
」
・
「
白
馬
の
盟
か
ら
外
れ
た
外
戚
の
封
建
」
そ
の
ど
ち
ら
に
も
合

致
す
る
存
在
で
あ
っ
た

）
11
（

。
こ
れ
を
み
れ
ば
、
封
侯
に
関
す
る
王
符
の
主
要
な
批

判
対
象
が
鄧
騭
を
は
じ
め
と
し
た
鄧
氏
一
族
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
要
す

る
に
、
三
式
篇
の
二
式
ま
で
の
封
侯
に
関
す
る
記
述
は
、
王
符
の
眼
前
に
存
在

し
た
鄧
氏
一
族
を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

四
、
お
わ
り
に

　

以
上
王
符
の
封
侯
観
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
王
符
は
封
侯
に
関
し
て
、

「
祖
考
の
位
を
食
む
」
・
「
白
馬
の
盟
か
ら
外
れ
た
外
戚
の
封
建
」
の
二
つ
の
存

在
形
態
を
批
判
し
、
有
徳
の
象
徴
で
あ
る
三
公
を
封
建
す
る
こ
と
、
諸
侯
の
功

績
を
審
査
す
る
義
と
し
て
「
考
績
黜
刺
九
錫
三
削
の
義
」
が
あ
る
の
だ
と
主
張

す
る
。
こ
の
「
考
績
黜
刺
九
錫
三
削
の
義
」
は
、
『
白
虎
通
』
攷
黜
篇
に
具
体

的
内
容
が
備
わ
っ
て
お
り
、
王
符
が
か
く
あ
る
べ
し
と
捉
え
る
道
理
で
あ
っ
た

こ
と
が
伺
え
る
。
た
だ
し
こ
れ
だ
け
だ
と
『
白
虎
通
』
の
記
述
内
容
を
す
べ
て

引
き
受
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
外

戚
の
封
建
を
認
め
な
い
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
『
白
虎
通
』
受
容
史
研

究
に
お
け
る
王
符
の
位
置
づ
け
は
、
金
科
玉
条
と
仰
ぐ
わ
け
で
も
な
く
、
か
と

い
っ
て
無
み
す
る
わ
け
で
も
な
い
フ
ラ
ッ
ト
な
立
場
を
取
っ
て
い
た
と
し
た
。

そ
し
て
最
後
に
、
封
侯
と
い
う
観
点
か
ら
具
体
的
批
判
対
象
で
あ
る
鄧
氏
一
族

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
王
符
の
批
判
し
た
「
祖
考
の
位
を
食
む
」
・
「
白
馬
の

盟
か
ら
外
れ
た
外
戚
の
封
建
」
の
二
つ
の
存
在
形
態
が
し
っ
か
り
と
当
て
は
ま

る
、
す
な
わ
ち
、
『
潜
夫
論
』
三
式
篇
に
お
け
る
「
一
式
」
・
「
二
式
」
に
お
け

る
批
判
対
象
は
、
鄧
氏
を
指
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

本
稿
は
、
三
式
篇
の
み
の
検
討
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
実
は
『
潜
夫
論
』
に
は

他
に
も
『
白
虎
通
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
の
あ
る
箇
所
が
存
在
す
る
。

ま
た
、
注
（
11
）
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
他
の
思
想
家
に
つ
い
て
も
、
丹

念
に
考
究
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
つ
い
て
は
、
次
稿
以
降
の
課

題
と
し
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

注

（
（
）　

『
潜
夫
論
』
の
底
本
に
は
、汪
継
培
箋
・
彭
鐸
校
正
『
潜
夫
論
箋
校
正
』（
中
華
書
局
、

一
九
八
五
年
）
を
用
い
た
。
な
お
、
字
を
改
め
た
箇
所
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
い

て
は
慣
例
に
従
い
表
記
し
て
い
る
。
た
だ
し
字
体
を
簡
便
に
し
て
い
る
場
合
が
あ

る
。
ま
た
、
本
稿
で
正
史
を
引
く
場
合
は
、
す
べ
て
中
華
書
局
本
を
底
本
と
し
て

い
る
。
こ
ち
ら
も
字
体
を
簡
便
に
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

（
1
）　

王
符
の
基
本
思
想
を
把
握
す
る
た
め
に
重
要
な
研
究
と
し
て
は
、
日
原
利
国
『
漢

代
思
想
の
研
究
』
第
二
部
第
五
章
「
王
符
の
法
思
想
」
（
研
文
出
版
、
一
九
八
六
年
、

三
一
三
～
三
四
七
頁
）
・
田
中
麻
紗
巳
『
後
漢
思
想
の
探
究
』
第
三
章
「
王
符
の
思

想
」
（
研
文
出
版
、
二
〇
〇
三
年
、
一
一
三
～
一
四
五
頁
）
を
参
照
。
ま
た
、
王
符

思
想
に
み
え
る
儒
と
法
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
渡
部
東
一
郎
「
後
漢
に
お
け
る
儒

と
法

―
王
符
と
崔
寔
を
手
掛
か
り
に
」（
『
集
刊
東
洋
学
』
七
八
号
、
一
九
九
七
年
）・

渡
部
東
一
郎
「
王
符
に
お
け
る
徳
治
と
法
治
、
及
び
法
治
正
当
化
の
論
理
に
つ
い

て
」
（
『
紀
要
（
郡
山
女
子
大
学
）
』
五
一
号
、
二
〇
一
五
年
）
を
参
照
。
王
符
の
人

間
観
を
語
る
上
で
重
要
と
思
わ
れ
る
「
心
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
矢
羽
野
隆
男

「
王
符
の
学
問
論
と
「
潜
夫
」
の
立
場
と
」（
『
中
国
研
究
集
刊
』
二
四
、
一
九
九
九
年
）

日本儒教学会報 五
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を
参
照
。

（
1
）　

拙
稿
「
国
は
賢
を
以
て
興
る

―
『
潜
夫
論
』
に
お
け
る
唯
才
主
義
と
賢
人
観

か
ら
唯
才
主
義
へ

―
」（
『
早
稲
田
大
学
文
学
研
究
科
紀
要
』
六
三
、
二
〇
一
八
年
）

を
参
照
。
な
お
先
行
研
究
に
は
、
王
符
の
批
判
の
矛
先
に
つ
い
て
具
体
的
に
対
象

を
示
さ
な
い
も
の
、
ま
た
梁
冀
だ
と
す
る
研
究
が
あ
る
が
首
肯
で
き
な
い
。
そ
の

理
由
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
簡
単
に
述
べ
る
と

拙
稿
の
見
解
以
外
だ
と
「
永
初
の
乱
」
に
お
け
る
政
府
の
対
応
の
ま
ず
さ
を
批
判

し
た
三
篇
（
救
辺
・
辺
議
・
実
辺
）
の
存
在
、
ま
た
考
績
篇
の
「
聖
漢
踐
祚
、
載

祀
四
八
（
漢
が
起
こ
っ
て
か
ら
三
二
〇
年
は
元
初
元
（
一
〇
四
）
年
で
あ
り
鄧
氏

専
横
期
で
あ
る
）
」
の
記
述
が
解
釈
で
き
な
い
。

（
1
）　

高
祖
定
漢
、
与
群
臣
約
、
自
非
劉
氏
不
得
王
、
非
有
武
功
不
得
侯
。
孝
文
皇
帝

始
封
外
祖
、
因
為
典
式
、
行
之
至
今
。
孝
武
皇
帝
封
爵
丞
相
、
以
褒
有
徳
。
後
亦

承
之
、
建
武
乃
絶
。

（
1
）　

先
是
、
漢
常
以
列
侯
為
丞
相
、
唯
弘
無
爵
、
上
於
是
下
詔
曰
、
…
…
其
以
高
成

之
平
津
郷
戸
六
百
五
十
封
丞
相
弘
為
平
津
侯
。
其
後
以
為
故
事
、
至
丞
相
封
、
自

弘
始
也
。

（
1
）　

易
曰
、
鼎
折
足
、
覆
公
餗
、
其
刑
渥
。
凶
。
此
言
公
不
勝
任
、
則
有
渥
刑
也
。

是
故
三
公
在
三
載
之
後
、
宜
明
考
績
黜
刺
、
簡
練
其
材
。
其
有
稷
・
契
・
伯
夷
・

申
伯
・
仲
山
甫
致
治
之
效
者
、
封
以
列
侯
、
令
受
南
土
八
蛮
之
賜
。
其
尸
祿
素
餐
、

無
進
治
之
效
、
無
忠
善
之
言
者
、
使
従
渥
刑
。
是
則
所
謂
明
徳
慎
罰
而
簡
練
能
否

之
術
也
。
誠
如
此
、
則
三
公
競
思
其
職
而
百
寮
急
竭
其
忠
矣
。

（
1
）　

先
王
之
制
、
継
体
立
諸
侯
、
以
象
賢
也
。
子
孫
雖
有
食
旧
徳
之
義
、
然
封
疆
立
国
、

不
為
諸
侯
、
張
官
置
吏
、
不
為
大
夫
。
必
有
功
於
民
、
乃
得
保
位
、
故
有
考
績
黜

刺
九
錫
三
削
之
義
。
詩
云
、
彼
君
子
兮
、
不
素
餐
兮
。
由
此
観
之
、
未
有
得
以
無

功
而
禄
者
也
。
当
今
列
侯
、
率
皆
襲
先
人
之
爵
、
因
祖
考
之
位
、
其
身
無
功
於
漢
、

無
徳
於
民
、
専
国
南
面
、
臥
食
重
禄
、
下
殫
百
姓
、
富
有
国
家
。
此
素
餐
之
甚
者
也
。

孝
武
皇
帝
患
其
如
此
、
乃
令
酎
金
以
黜
之
、
而
益
多
怨
。

（
1
）　

今
列
侯
年
卉
以
来
、
宜
皆
試
補
長
吏
墨
綬
以
上
、
関
内
侯
補
黄
綬
、
以
信
其
志
、

以
旌
其
能
。
其
有
韓
侯
・
邵
虎
之
徳
、
上
有
功
於
天
子
、
下
有
益
於
百
姓
、
則
稍

遷
位
益
土
、
以
彰
有
徳
。
其
懐
姦
蔵
悪
尤
無
状
者
、
削
土
奪
国
、
以
明
好
悪
。

（
1
）　

『
潜
夫
論
箋
校
正
』
注
に
従
い
訳
出
は
「
誠
」
で
は
な
く
「
試
」
で
行
っ
た
。

（
（1
）　

是
誠
封
三
公
以
旌
積
徳
、
試
列
侯
以
除
素
餐
、
上
合
建
侯
之
義
、
下
合
黜
刺
之
法
。

賢
材
任
職
、
則
上
下
蒙
福
、
素
餐
委
国
、
位
無
凶
人
。
誠
如
此
、
則
諸
侯
必
内
思

制
行
而
助
国
矣
。
今
則
不
然
、
有
功
不
賞
、
無
徳
不
削
、
甚
非
勧
善
懲
悪
、
誘
進

忠
賢
、
移
風
易
俗
之
法
術
也
。

（
（（
）　

『
白
虎
通
』
の
底
本
は
『
白
虎
通
疏
証
』（
中
華
書
局
、
一
九
九
四
年
）
を
使
用
す
る
。

た
だ
し
字
体
を
簡
便
に
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

（
（1
）　

王
者
主
三
公
・
九
卿
・
二
十
七
大
夫
、
足
以
教
道
照
幽
隠
、
必
復
封
諸
侯
何
。

重
民
之
至
也
。
善
悪
比
而
易
知
、
択
賢
而
封
之
、
使
治
其
民
、
以
著
其
徳
、
極
其
才
。

上
以
尊
天
子
、
備
蕃
輔
、
下
以
子
養
百
姓
、
施
行
其
道
、
開
賢
者
之
路
、
謙
不
自
専
。

故
列
土
封
賢
、
因
而
象
之
、
象
賢
重
民
也
。

（
（1
）　

王
符
の
思
想
の
中
で
賢
者
は
最
重
要
視
さ
れ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿

な
ら
び
に
劉
文
英
『
王
符
評
伝
』
（
南
京
大
学
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
を
参
照
。

（
（1
）　

王
者
即
位
、
先
封
賢
者
、
憂
民
之
急
也
。
故
列
土
為
疆
非
為
諸
侯
、
張
官
設
府

非
為
卿
大
夫
、
皆
為
民
也
。
易
曰
、
利
建
侯
。
此
言
因
所
利
故
立
之
。
…
…
天
下

太
平
乃
封
親
属
者
、
示
不
私
也
。
即
不
私
封
之
何
。
普
天
之
下
、
莫
非
王
土
、
率

土
之
賓
、
莫
非
王
臣
。
海
内
之
衆
已
尽
得
使
之
、
不
忍
使
親
属
無
短
足
之
居
、
一
（
人
）

使
封
之
、
親
親
之
義
也
。
以
尚
書
封
康
叔
、
拠
平
安
也
。
王
者
始
起
、
封
諸
父
昆
弟
、

示
与
己
共
財
之
義
、
故
可
以
共
土
也
。
一
説
諸
父
不
得
封
諸
侯
、（
二
十
国
）
厚
有
功
、

象
賢
以
為
民
也
。
賢
者
子
孫
類
多
賢
。 

（
（1
）　

「
親
親
」
と
い
う
の
は
、
本
来
外
戚
封
建
を
正
当
化
す
る
論
理
と
は
な
り
え
な
い
。

基
本
的
に
「
親
親
」
は
、
日
原
利
国
『
春
秋
公
羊
伝
の
研
究
』
第
四
章
「
人
倫
道
徳
」

（
創
文
社
、
一
九
七
六
年
、
一
七
四
～
一
七
五
頁
）
に
い
う
よ
う
に
、
家
な
い
し
宗

族
の
間
の
徳
義
で
あ
る
。
し
か
し
、
東
晋
次
『
後
漢
時
代
の
政
治
と
社
会
』
終
章

王符の封侯観―『潜夫論』三式篇と『白虎通』における記述の関連を中心として
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「
後
漢
時
代
の
政
治
と
社
会
」
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
、
三
三
四
～

三
三
五
頁
）
が
述
べ
る
通
り
、
外
戚
に
対
す
る
尊
重
が
「
親
親
の
義
」
に
よ
り
行

わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
記
述
も
存
在
す
る
。
『
後
漢
書
』
列
伝
二
十
四
梁
竦
伝
に
、

「
酺
対
曰
、
春
秋
之
義
、
母
以
子
貴
。
漢
興
以
来
、
母
氏
莫
不
隆
顕
、
臣
愚
以
為
宜

上
尊
号
、
追
慰
聖
靈
、
存
録
諸
舅
、
以
明
親
親
」
と
あ
り
、
ま
た
、
「
於
是
追
尊
恭

懐
皇
后
。
其
冬
、
制
詔
三
公
・
大
鴻
臚
曰
、
夫
孝
莫
大
於
尊
尊
親
親
、
其
義
一
也
。

詩
云
、
父
兮
生
我
、
母
兮
鞠
我
、
撫
我
畜
我
、
長
我
育
我
、
顧
我
復
我
、
出
入
腹
我
。

欲
報
之
徳
、
昊
天
罔
極
。
朕
不
敢
興
事
、
覧
于
前
世
。
太
宗
・
中
宗
、
寔
有
旧
典
、

追
命
外
祖
、
以
篤
親
親
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
、『
漢
書
』
巻
六
十
七 

梅
福
伝
に
、「
漢

興
以
来
、
社
稷
三
危
。
呂
・
霍
・
上
官
皆
母
后
之
家
也
、
親
親
之
道
、
全
之
為
右
、

当
与
之
賢
師
良
傅
、
教
以
忠
孝
之
道
」
と
も
あ
る
。
東
の
「
親
親
」
に
関
す
る
所

論
を
批
判
し
た
渡
邉
義
浩
『
後
漢
国
家
の
支
配
と
儒
教
』
第
五
章
「
外
戚
」（
雄
山
閣
、

一
九
九
五
年
、
二
九
七
頁
）
も
親
親
の
義
に
よ
り
、
外
戚
が
列
侯
に
封
建
さ
れ
る

こ
と
自
体
は
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
箇
所
の
規
定
は
、
同
姓
王
や
同
姓

侯
の
み
を
指
す
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
て
よ
い
。

　
　
　

そ
も
そ
も
、『
白
虎
通
』
と
い
う
書
物
自
体
、
外
戚
に
対
し
て
か
な
り
寛
容
で
あ
る
。

例
え
ば
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

妻
の
父
母
は
削
ら
ず
、
己
の
昆
弟
は
削
る
も
黜
せ
ざ
る
は
何
ぞ
や
。
賢
能
を
以

て
之
を
得
る
に
非
ざ
れ
ば
な
り
（
攷
黜
篇
）
。

　
　
　

妻
の
父
母
は
削
ら
ず
、
己
の
昆
弟
は
削
る
も
黜
け
な
い
の
は
、
彼
ら
は
賢
能
で

あ
る
こ
と
に
よ
り
、
諸
侯
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
妻

の
父
母
は
も
ち
ろ
ん
外
戚
を
指
す
か
ら
、
外
戚
に
対
し
て
如
何
に
甘
い
の
か
理
解

で
き
よ
う
。
前
掲
渡
邉
著
書:

二
九
九
～
三
〇
〇
頁
に
よ
れ
ば
、
後
漢
の
外
戚
再

生
産
の
正
統
性
は
『
白
虎
通
』
に
よ
り
保
証
さ
れ
て
お
り
、
特
に
嫡
妻
の
父
母
を

二
王
の
後
・
夷
狄
と
な
ら
ん
で
王
者
が
「
臣
と
せ
ざ
る
の
所
」
と
し
て
高
く
位
置

付
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
漢
時
代
の
外
戚
の
権
力
行
使
は
正
当
化
さ
れ
て
い
た

と
い
う
。 

 

（
（1
）　

何
以
言
諸
侯
繼
世
以
立
。
諸
侯
、
象
賢
也
。
大
夫
不
世
位
何
。
股
肱
之
臣
、
任

事
者
也
（
攷
黜
篇
）
。

（
（1
）　

諸
侯
所
以
考
黜
何
。
王
者
所
以
勉
賢
抑
悪
、
重
民
之
至
也
。
尚
書
曰
、
三
載
考
績
、

三
考
黜
陟
。

（
（1
）　

所
以
三
歳
一
考
績
何
。
三
年
有
成
、
故
于
是
賞
有
功
、
黜
不
肖
。
尚
書
曰
、
三

載
考
績
、
三
考
黜
陟
。
何
以
知
始
考
輒
黜
之
。
尚
書
曰
、
三
年
一
考
、
少
黜
以
地
。

書
所
以
言
三
考
黜
陟
者
、
謂
爵
土
異
也
。
小
国
考
之
有
功
、
増
土
進
爵
、
後
考
無

功
削
黜
、
後
考
有
功
、
上
而
賜
之
矣
。
五
十
里
不
過
五
賜
而
進
爵
土
、
七
十
里
不

過
七
賜
而
進
爵
土
。
能
有
小
大
、
行
有
進
退
也
。

（
（1
）　

礼
説
九
錫
、
車
馬
・
衣
服
・
楽
則
・
朱
戸
・
納
陛
・
虎
賁
・
鈇
鉞
・
弓
矢
・
秬
鬯
、

皆
随
其
徳
、
可
行
而
次
。
能
安
民
者
賜
車
馬
、
能
富
民
者
賜
衣
服
、
能
和
民
者
賜
楽
則
、

民
衆
多
者
賜
朱
戸
、
能
進
善
者
賜
納
陛
、
能
退
悪
者
賜
虎
賁
、
能
誅
有
罪
者
賜
鈇

鉞
、
能
征
不
義
者
賜
弓
矢
、
孝
道
備
者
賜
秬
鬯
、
以
先
後
与
施
行
之
次
自
不
相
逾
、

相
為
本
末
然
。
安
民
然
後
富
足
、
富
足
而
後
楽
、
楽
而
後
衆
、
乃
多
賢
、
多
賢
乃

能
進
善
、
進
善
乃
能
退
悪
、
退
悪
乃
能
断
刑
。
内
能
正
已
、
外
能
正
人
、
内
外
行
備
、

孝
道
乃
生
。
能
安
民
、
故
賜
車
馬
、
以
著
其
功
徳
、
安
其
身
。
能
使
人
富
足
衣
食
、

倉
廩
実
、
故
賜
衣
服
、
以
彰
其
体
。
能
使
民
和
楽
、
故
賜
之
楽
則
、
以
事
其
先
也
。

礼
曰
、
夫
賜
楽
者
、
得
以
時
王
之
楽
事
其
宗
廟
也
。 

 
 

（
11
）　

百
里
之
侯
、
一
削
為
七
十
里
侯
、
再
削
為
七
十
里
伯
、
三
削
為
寄
公
。
七
十
里
伯
、

一
削
為
五
十
里
伯
、
二
削
為
五
十
里
子
、
三
削
地
尽
。
五
十
里
子
、
一
削
為
三
十
里
子
、

再
削
為
三
十
里
男
、
三
削
地
尽
。
五
十
里
男
、
一
削
為
三
十
里
男
、
再
削
為
三
十

里
附
庸
、
三
削
爵
尽
。
所
以
至
三
削
何
。
礼
成
於
三
、
三
而
不
改
、
雖
反
無
益
矣
也
。

尚
書
曰
、
三
考
黜
陟
。

（
1（
）　

受
命
之
王
、
致
太
平
之
主
、
美
羣
臣
上
下
之
功
、
故
尽
封
之
。
及
中
興
征
伐
、

大
功
皆
封
、
所
以
褒
大
功
。
盛
徳
之
士
亦
封
之
、
所
以
尊
有
徳
也
。
以
徳
封
者
、

日本儒教学会報 五
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必
試
之
為
附
庸
三
年
、
有
功
、
因
而
封
之
五
十
里
。
元
士
有
功
者
、
亦
為
附
庸
、

世
其
位
。
大
夫
有
功
成
封
五
十
里
。
卿
功
成
封
七
十
里
。
公
功
成
封
百
里
。
士
有

功
徳
、
遷
為
大
夫
。
大
夫
有
功
徳
、
遷
為
卿
。
卿
有
功
徳
、
遷
為
公
、
故
爵
主
有
徳
、

封
主
有
功
也
。 

 
 
 
 
 

（
11
）　

池
田
秀
三
「
『
白
虎
通
義
』
と
後
漢
の
学
術
」（
小
南
一
郎
編
『
中
国
古
代
礼
制
研
究
』

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
五
年
、
二
九
二
頁
）
。

（
11
）　

た
と
え
ば
渡
邉
義
浩
の
よ
う
に
、
『
白
虎
通
』
は
そ
の
当
時
の
後
漢
の
現
実
を

引
き
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
現
実
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
書
物
だ
と
主

張
す
る
研
究
者
も
い
る
（
前
掲
注
（
（1
）
渡
邉
著
書
・
『
後
漢
に
お
け
る
「
儒
教
国

家
」
の
成
立
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
・
『
「
古
典
中
国
」
の
形
成
と
王
莽
』
汲

古
書
院
、
二
〇
一
九
年
な
ど
）
。
対
し
て
、
井
ノ
口
哲
也
「
書
評
：
渡
邉
義
浩
『
後

漢
に
お
け
る
「
儒
教
国
家
」
の
成
立
』
」
（
『
史
学
雑
誌
』
一
二
〇
―
九
、
二
〇
〇
九

年
）・『
後
漢
経
学
研
究
序
説
』
本
編
第
三
章
「
経
義
・
経
文
の
正
定
」
（
勉
誠
出
版
、

二
〇
一
五
年
、
一
四
〇
～
一
四
二
頁
）
は
、
『
白
虎
通
』
が
後
漢
時
代
に
果
た
し
て

本
当
に
有
効
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
を
呈
し
、
そ
れ
ほ
ど
意
味
を
持
た
な
か
っ

た
と
い
う
。
本
稿
の
検
討
を
踏
ま
え
れ
ば
だ
い
た
い
安
帝
か
ら
順
帝
期
に
成
立
し

た
と
み
ら
れ
る
『
潜
夫
論
』
に
『
白
虎
通
』
が
受
容
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
み
て

と
れ
る
。
た
だ
し
、
井
ノ
口
や
前
掲
池
田
論
文
の
い
う
よ
う
に
、『
白
虎
通
』
が
「
『
白

虎
通
』
曰
」
と
い
う
形
で
引
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
り
（
池
田
は
そ

の
よ
う
な
引
用
方
式
が
取
ら
れ
な
い
こ
と
が
逆
に
『
白
虎
通
』
の
影
響
力
を
証
明

し
て
い
る
と
す
る
が
）
、
本
稿
で
「
『
白
虎
通
』
は
影
響
力
を
有
し
て
い
た
」
と
い

う
立
場
に
与
し
た
か
ら
に
は
、
筆
者
が
研
究
対
象
と
し
て
い
る
他
の
思
想
家
で
も

同
様
の
現
象
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
、
証
明
し
続
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

 

（
11
）　

【
本
文
】
帝
遵
奉
建
武
制
度
、
無
敢
違
者
。
後
宮
之
家
、
不
得
封
侯
与
政
。

　
　
　

【
李
賢
注
】
東
観
記
曰
、
光
武
閔
傷
前
代
権
臣
太
盛
、
外
戚
与
政
、
上
濁
明
主
、

下
危
臣
子
、
后
族
陰
・
郭
之
家
不
過
九
卿
、
親
属
栄
位
不
能
及
許
・
史
・
王
氏
之
半
耳
。

（
11
）　

帝
省
詔
悲
歎
、
復
重
請
曰
、
漢
興
、
舅
氏
之
封
侯
、
猶
皇
子
之
為
王
也
。
太
后

誠
存
謙
虚
、
柰
何
令
臣
独
不
加
恩
三
舅
乎
。
且
衛
尉
年
尊
、
両
校
尉
有
大
病
、
如

令
不
諱
、
使
臣
長
抱
刻
骨
之
恨
。
宜
及
吉
時
、
不
可
稽
留
（
『
後
漢
書
』
本
紀
十
上 

皇
后 

明
徳
馬
皇
后
紀
）
。 

 

（
11
）　

南
部
英
彦
「
『
白
虎
通
』
の
国
家
構
想
の
特
質
と
『
孝
経
』
」
（
『
山
口
大
学
教
育

学
部
研
究
論
叢
』
五
一
号
、
二
〇
〇
一
年
、
一
二
頁
）
。
た
だ
し
南
部
は
、
建
初
二

（
七
七
）
年
に
第
五
倫
が
お
こ
な
っ
た
「
臣
愚 

以
為
へ
ら
く
貴
戚
は
侯
に
封
じ
て

以
て
之
を
富
ま
す
可
き
も
、
当
に
職
事
も
て
以
て
之
に
任
ず
べ
か
ら
ず
。
何
と
な

れ
ば
、
縄
す
る
に
法
を
以
て
す
れ
ば
則
ち
恩
を
傷
つ
け
、
私
す
る
に
親
を
以
て
す

れ
ば
則
ち
憲
に
違
ふ
（
『
後
漢
書
』
本
紀
三 

章
帝
紀 

永
平
十
八
年
条
）
」
と
い
う

批
判
を
踏
ま
え
、
外
戚
を
「
臣
と
せ
ず
」
と
い
う
の
は
、
外
戚
の
権
力
行
使
正
当

化
を
指
す
の
で
は
な
く
、
権
力
か
ら
遠
ざ
け
る
規
定
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
に
は
「
家

事
」
と
「
王
事
」
を
折
衷
す
る
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
す
る
（
一
三
・
一
七
頁
）
。

つ
ま
り
氏
は
、
『
白
虎
通
』
を
外
戚
擁
護
一
辺
倒
で
は
な
い
と
み
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。 

 
 

（
11
）　

永
初
元
年
、
封
騭
上
蔡
侯
、
悝
葉
侯
、
弘
西
平
侯
、
閶
西
華
侯
、
食
邑
各
万
戸
。

騭
以
定
策
功
、
増
邑
三
千
戸
。
騭
等
辞
譲
不
獲
、
遂
逃
避
使
者
、
間
関
詣
闕
、
上

疏
自
陳
曰
、
…
太
后
不
聴
。
騭
頻
上
疏
、
至
於
五
六
、
乃
許
之
。 

 

（
11
）　

元
初
二
年
、
弘
卒
。
太
后
服
斉
衰
、
帝
（
絲
）
〔
緦
〕
麻
、
並
宿
幸
其
第
。
弘

少
治
欧
陽
尚
書
、
授
帝
禁
中
、
諸
儒
多
帰
附
之
。
初
疾
病
、
遺
言
悉
以
常
服
、
不

得
用
錦
衣
玉
匣
。
有
司
奏
贈
弘
驃
騎
将
軍
・
位
特
進
、
封
西
平
侯
。
太
后
追
思
弘

意
、
不
加
贈
位
衣
服
、
但
賜
銭
千
万
、
布
万
匹
、
騭
等
復
辞
不
受
。
詔
大
鴻
臚
持

節
、
即
弘
殯
封
子
広
徳
為
西
平
侯
。
将
葬
、
有
司
復
奏
発
五
営
軽
車
騎
士
、
礼
儀

如
霍
光
故
事
。
太
后
皆
不
聴
、
但
白
蓋
双
騎
、
門
生
輓
送
。
後
以
帝
師
之
重
、
分

西
平
之
都
郷
封
広
徳
弟
甫
徳
為
都
郷
侯
。
四
年
、
又
封
京
子
黄
門
侍
郎
珍
為
陽
安
侯
、

邑
三
千
五
百
戸
。
五
年
、
悝
、
閶
相
継
並
卒
、
皆
遺
言
薄
葬
、
不
受
爵
贈
。
太
后

並
従
之
。
乃
封
悝
子
広
宗
為
葉
侯
、
閶
子
忠
為
西
華
侯
。 

 

（
11
）　

た
だ
し
、
鄧
氏
も
一
枚
岩
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
記
述
も
存
在
す
る
。
『
後

王符の封侯観―『潜夫論』三式篇と『白虎通』における記述の関連を中心として
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漢
書
』
列
伝
六 

鄧
禹
伝
附
鄧
康
伝
に
、

夷
安
侯
珍
の
子
た
る
康
、
少
く
し
て
操
行
有
り
。
兄
の
良 

封
を
襲
ぐ
も
、
後

無
く
、
永
初
六
年
、
康
を
紹
封
し
て
夷
安
侯
と
為
す
。
時
に
諸
〻
の
紹
封
せ

ら
る
る
者 
皆 

故
の
国
の
半
租
を
食
む
も
、
康 

皇
太
后
の
戚
属
な
る
を
以
て
、

独
り
三
分
に
し
て
二
を
食
み
、
侍
祠
侯
を
以
て
越
騎
校
尉
と
為
る
。
康 

太
后

の
久
し
く
朝
政
に
臨
み
、
宗
門
の
盛
満
な
る
を
以
て
、
数
〻
長
楽
宮
に
上
書
し

て
諫
争
す
ら
く
、
「
宜
し
く
公
室
を
崇
び
、
自
ら
私
権
を
損
ず
べ
し
」
と
。
言 

甚
だ
切
至
な
り
。
太
后 
従
は
ず
。
康 

心
に
畏
懼
を
懐
き
、
永
寧
元
年
、
遂
に

病
と
謝
し
て
朝
せ
ず
。
太
后
内
侍
す
る
者
を
し
て
之
を
問
は
し
む
。
時
に
宮
人 

出
入
し
て
、
多
く
能
く
毀
誉
す
る
所
有
り
、
其
の
中
の
耆
宿 

皆 

中
大
人
と
称

す
。
使
ひ
す
る
所
の
者
は
乃
ち
康
の
家
の
先
の
婢
な
る
も
、
亦
た
自
ら
中
大
人

に
通
ず
。
康 

聞
き
、
之
を
詬
り
て
曰
く
、
「
汝 

我
が
家
よ
り
出
づ
る
も
、
亦

た
敢
へ
て
爾
す
る
や
」
と
。
婢 

怨
み
恚
り
、
還
り
て
康
は
疾
と
詐
り
て
言
は

不
遜
な
り
と
説
く
。
太
后 

大
い
に
怒
り
、
遂
に
康
の
官
を
免
じ
、
遣
り
て
国

に
帰
ら
し
め
、
属
籍
を
絶
つ
。

　
　

と
あ
る
よ
う
に
、
永
初
六
年
に
紹
封
さ
れ
夷
安
侯
（
高
密
侯
か
ら
枝
分
か
れ
し
た

も
の
）
と
な
っ
た
が
、
外
戚
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
臨
朝
制
を
敷
い
て
い
た

鄧
太
后
に
反
発
し
、
病
と
偽
り
朝
廷
に
赴
か
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
処
罰
を
受
け
、

国
に
帰
ら
さ
れ
、
属
籍
を
絶
た
れ
た
。
平
松
明
日
香
「
後
漢
時
代
の
太
后
臨
朝
と

そ
の
側
近
勢
力
」（
『
東
洋
史
研
究
』
七
二
―
二
、
二
〇
一
三
年
、
一
〇
頁
）
に
よ
れ
ば
、

「
国
に
帰
ら
さ
れ
る
」
と
い
う
措
置
は
一
種
の
刑
罰
で
あ
り
、
律
令
の
規
定
に
基
づ

く
も
の
で
あ
っ
と
思
し
い
と
い
う
。
ま
た
、
前
掲
東
著
書
：
九
九
～
一
〇
〇
頁
に

よ
れ
ば
、
「
属
籍
を
絶
つ
」
は
、
宗
室
の
親
族
の
名
籍
か
ら
除
く
こ
と
を
指
す
と
い

う
。
こ
の
二
つ
の
措
置
の
内
容
・
意
義
に
つ
い
て
は
、
両
氏
の
言
う
通
り
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
着
目
す
べ
き
は
、
鄧
康
は
夷
安
国
に
帰
ら
さ
れ
、
属
籍

を
絶
た
れ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
列
侯
爵
は
失
わ
れ
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

鄧
氏
一
族
内
で
こ
の
よ
う
な
処
分
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
外
か
ら
み
れ
ば
結
局
既

得
権
益
は
保
持
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
変
化
な
ど
何
も
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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